
議案第２６号 

 

 

 三次市老人ホーム入所判定委員会設置条例の一部を改正する条例案を次のよう

に提出する。 

 

 

  令和６年２月２２日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市老人ホーム入所判定委員会設置条例の一部を改正する条例（    

案） 

 

 三次市老人ホーム入所判定委員会設置条例（平成１６年三次市条例第１４５号

）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第２項第１号を次のように改める。 

 ⑴ 広島県北部保健所の長 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 


